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本計画の効果的な推進と総合的な調整を行うために、計画の推進と進行管理のための体制づくり

を行います。 

 

◆推進体制 

市民･事業者･環境NGOから構成される「帯広市環境保全推進会議」などと連携し、各主体の環

境配慮行動の実践に携わります。 

計画の担い手である市民･事業者･環境NGOと行政の相互理解と協力は、この計画の実効性をよ

り高めるために不可欠な要素です。 

 

◆進行管理体制 

進行管理は環境総合指標を用いて目標達成状況を把握し、計画の進捗状況を点検します。この

体制は、環境課及び市各部局からなる「帯広市環境管理委員会及び帯広市環境管理委員会幹事会」

を中心に行います。さらに、帯広市環境審議会から意見を求めます。 

そして、目標の達成状況などは、毎年発行する帯広市環境白書を通して、市民へ公表していき

ます。 
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１．計画の推進及び進行管理の体制

 市民参加   計画の推進 計画の管理 

・環境の保全と創

造に関する意

見・提言 

・環境の保全と創

造に関する協

働の推進 

・環境学習の実践 

・環境に配慮した

行動の実践 

 
帯広市環境保全推進会議 

市民・事業者・環境NGO 

協働 

帯広市 
環境課 

報
告

帯広市環境管理委員会
及び 

帯広市環境管理委員会
幹事会

市の事業実施部門（事業実施） 
・各種施策の推進 
・各種事業の実施 
・事業等における環境配慮の推進

指
示

市の環境調整部門（進行管理） 
・環境状況の把握 
・事業や施策の実施状況 
・主体別の取り組み状況の把握 
・環境統計情報の収集整理 
・目標達成状況の把握 
・計画の進捗状況と課題のまとめ 
・自己評価結果の取りまとめ 

報告

帯
広
市
環
境
審
議
会

総合
的な
意見
など

市民 
事業者 
環境NGO 

市の事業実施部門 
（自己評価） 

・実施した事業の 
自己評価 

帯広市 
環境白書 
の発行 

報
告

公
表
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